
滋賀銀行 ディスクロージャー方針

1．基本的な考え方
当行は、地域金融機関としての社会的責任と公共的使命のもと、透明性の高い情報開示を
目指し、お客さま、株主、投資家、地域社会等をはじめとするすべてのステークホルダー
の当行に対する理解を促進し、適正な評価に資するため、継続的に、公平かつ正確な情報
開示を適時・適切に行ってまいります。

2．開示する情報
当行は、銀行法・金融商品取引法等の諸法令および東京証券取引所が定める「上場有価証
券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」等（以下「適時開示規則等」という）
に従い、経営情報の開示を行います。
また、諸法令や適時開示規則等が定める重要事実に該当しない情報であっても、ステーク
ホルダーにとって有用であると判断される情報については、可能な限り公平かつタイム
リーな情報開示を行います。

3．情報開示の方法
諸法令および適時開示規則等で開示が求められている情報については、その定めに従い適
時・適切に開示を行うほか、当行ホームページへの掲載等を通じて行います。
また、これら以外の自主的に開示している情報についても、適切な方法により、公平性や
有用性の高い情報開示を行うよう努めます。

4．情報開示の手続および体制
当行は、「経営関連情報開示規程」を制定し、総合企画部を経営関連情報開示統轄部署と定
め、適時・適切な情報開示を行うための手続および体制の整備・充実を図っています。
また、情報の適正性を維持するため、必要に応じて監査法人などの専門家と協議を行うほ
か、適切性や有効性を定期的に検証いたします。

5．将来予測に関する記述について
当行ホームページや統合報告書に記載されている情報には、当行その他グループ会社の財
政状態および将来予測に関する記述が含まれています。
これらの将来予測の記述は、将来の業績等が記述どおりに達成されることを保証するもの
ではなく、一定のリスクや不確実性が含まれており、今後の経営を取り巻く環境の変化な
どにより、実際の結果と必ずしも一致するものではありません。
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